
１．見積日：令和8年5月20日

２．件　名

新発田市こども発達相談室ノートパソコン賃貸借

３．質問事項
受付日：令和8年5月11日　　　　　　　　　　　

No. 質問 回答

1

物件は屋内でのみ使用する認識でよろしいですか。 ご認識のとおり

2

当該リース物件について、ＭＤＭ等の管理対象となる機器

は含まれますか。

ＭＤＭ等の管理対象となる機器が含まれる場合、賃借人様

の責任においてリース物件の返還までにＭＤＭの「端末Ｉ

Ｄ」を削除し、ＭＤＭの管理対象外とする認識でよろしい

ですか。

なお、賃借人様側で「端末ＩＤ」を削除されない場合、

リース会社は責任を負いかねますがご認識に相違ないで

しょうか。

ＭＤＭ等の管理対象となる機器は含まれません

3

既存物件の使用期間をご教示ください。

既存物件がリース契約の場合、使用期間中に再リースを含

みますか。

また、本物件は再リースの予定はありますか。

既存物件

　使用期間：7年6か月

　　　　　　6台全て令和元年10月25日購入

　　　　　 （リースではない）

4
動産総合保険料は賃貸借期間が経過する毎に保険金の支払

が逓減する通常の保険でよろしいですか。

ご認識のとおり

5

昨今、ＡＩサーバーへの半導体供給が集中し、世界的にパ

ソコンの半導体不足が発生していいます。このような世界

的情勢のなか、受注者の責めによらず、パソコンの納期が

遅れることがあった際は、賃貸借期間の開始時期等、別途

協議いただけますでしょうか。その際、入札指名停止等の

ペナルティは受注者に課されないという理解でよろしいで

しょうか。

ご認識のとおり

6
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